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1 はじめに

曹祭務T
東北大学大学院法学研究科助教授

イタリア国際私法は近年， 1995年5月31日の国際私法典(I）によって抜本的

に改正された。この法典は，準拠法決定ルールのみならず，国際裁判管轄及び

外国判決の承認・執行等に関するルールも含む包括的な法典であり，第 1章・

通則，第2章・イタリア裁判管轄，第3章・準拠法（第1節・通則，第2節・自

然人の能力及び権利，第3節・法人，第4節・家族関係，第5節・養子縁組，第6

節・無能力者の保護及ぴ扶養義務，第7節・相続，第8節・物権，第9節・贈与，第

10節・契約債務，第 11節・契約外債務），第4章・外国判決及び文書の効力，第

5章・経過規定及び最終規定からなっている（全74条）。今回イタリアで改正

作業が行われた理由は， 1942年民法典前加編及び同年民事訴訟法典のJレールを

現代化する必要に迫られていたこと，すなわち①より細密な単位法律関係ごと

の抵触規則の制定，②憲法上の男女平等原則に反するとされた 1942年民法典

前加編 18条［婚姻の身分的効力］における夫の本国法主義及び20条［血縁に

よる親子関係］における父の本国法主義の規定の改正（後述4(1)参照），そして③

イタリアが当事国である諸条約と圏内法上のルールとの調整が必要となってい

たことにあるは）。

イタリアにおける法改正の動きは，他のヨーロッパ諸国と同じく 1960年代に
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始まっており， 1鉛8年にはヴイツタ（Vi伽）らによって最初の私草案が作成さ

れている（3）。その後， 1985年に司法省の下に改正委員会が設置されて以後（4)'

本格的な改正作業が開始され， 1989年に改正委員会草案，ついで1993年に政府

草案が作成された。この政府草案は，上院の第二委員会による重要な修正一一

①契約の準拠法に関する草案日～57条の修正及び②外国仲裁判断の承認に関

する草案69条の削除ーーののち（S)' 1993年 12月16日に上院において可決さ

れ，下院に提出されたが，議会の解散によって立法作業は中断された。その後，

1994年9月20日に上院において，全く同じ文言の法案が再可決された。そし

て，この法案は下院に提出され，下院の第二委員会における重要な修正一一＠

イタリア国際裁判管轄について草案3条2項 l文の追加及び②反致を排除し

ていた草案13条の修正（6）一一，さらには下院本会議における修正一一法人の

従属法に関する草案25条の修正（7）＿ーを経たうえで， 1995年4月6日に可決

された。その後，この法案は再度上院に提出され，同年5月17日に上院におい

て可決されたのち，最終的に同年5月31日に国際私法典として成立した（8）。

本法自体の施行は 1995年9月1日， 64～71条の施行は 1996年 12月31日で

あり（施行が一部遅れた理由及ぴその背景事情については，後述2(2）参照），それに

伴って 1942年民法典前加編 17～31条，民法典2田5・2印9条， 1942年民事訴

訟法典2～4条， 37条2項， 796～805条が削除されている (1995年国際私法

典ね条参照）。

そもそも近代イタリア国際私法の立法史は， 19世紀半ばに遡る。当初の1865

年民法典前加編はマンチーニの起草によるもので，完全な双方的抵触規則を基

礎とする先駆的な体系的法典であり，国際主義的発想に立った「聞かれた」法

典であったが（9），ファシズム政権下で改正された 1942年民法典前加編・民事

訴訟法は，国家主義的色彩を強く帯びていた。それに対して1995年国際私法典

は， 1942年法の欠陥を克服し，再び国際主義へと回帰したという意義を有する。

この1995年法における国際主義的立場はとりわけ国際民事訴訟法の領域にお

いて顕著であるし，条約上のルールを直接援用している規定の存在（3条2項1

文：裁判管轄及ぴ判決の承認・執行に関する 1968年プリユツセル条約， 42条l項：

未成年者保護の管轄及ぴ準拠法に関する 1961年ハーグ条約， 45条：扶養義務の準拠
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法に関する 1973年ハーグ条約， 57条：契約債務の準拠法に関する 1980年ローマ条約，

59条：1930年統一手形条約及ぴl回1年統一小切手条約）も注目に値する。以下で

は， 1995年法における主たる改正点と改正の経緯，そして従前の制定法上の

jレール・判例・学説との相違点について順次検討することで，本法の特徴を明

らかにすることとしたい。

2 国際民事訴訟法

(1) 国際的裁判管轄

a) 客観的管轄規則

従前のイタリアにおける国際的裁判管轄は，本国法主義のコロラリーとして，

第一義的に被告の国籍を基準としていた。すなわち， 1942年民事訴訟法4条が，

外国人が被告である場合には一一住所・居所（慨協加α）(10) ( 1号）あるいは財

産の所在（2号）など一一イタリアと一定の牽連性を有する場合にのみイタリア

の管轄を認めていたことから，その反対解釈として，イタリア人被告について

は常に本固たるイタリアの裁判権が及ぶと解されていた（ll）。

それに対して， 1995年国際私法典においては，一一人の能力及び親族・相続

関係を除いて一一国籍に基づく管轄規則は麗止され，主権作用としての裁判権

が及ぶ範囲の画定ではなく，国際的見地からの適切な管轄配分をめざしたルー

ルになっている(12）。一般規定である 3条に基づいてイタリアの国際的裁判管

轄が認められるのは，まず第一に，①被告がイタリアに住所（出m似陶ω）ま

たは居所（畑材開館）を有する場合，あるいは民事訴訟法77条の定める訴訟代

理人がイタリアに存する場合，その他法律で定める場合（3条1項）である。さ

らに，②1968年9月27日プリユツセル条約が規律対象とする民事・商事の事

件であって，一一被告が加盟国に住所を有しないため条約自体は適用きれない

が一一同条約2章2～4節に定める管轄原因がイタリアに存する場合（3条2

項1文），③②以外の事件については，圏内土地管轄規則によればイタリアの裁

判管轄が肯定される場合（3条2項2文）である。

この3条2項については，当初の草案はいずれも，圏内土地管轄規則を国際
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的裁判管轄の基準とする規定を置くだけであったが，下院第二委員会の修正に

よって， 1968年プリュッセル条約を援用する規定が追加されたものである(13）。

なお， 2000年12月22日プリュッセjレI規則No.組12001の施行に伴う同規定

の改正は行われていないが，文言上，事後の変更をも含めたルールの援用に

なっているため，現在では新ルールが妥当するものと解される。このルールは，

言うまでもなく条約（規則）と圏内法の調整に資するもので，裁判官としても，

被告の住所が加盟国内にあろうとなかろうと，同じ管轄規則によることができ

る。そこで， 3条2項1文の解釈においても，条約（規則）固有の解釈，とりわ

け欧州司法裁判所の判例に依拠すべきものと解されている (14）。ただし，この規

定におけるプリユツセル条約の援用が，同条約上の保険契約及び消費者契約に

おける合意管轄を制限する 12・12・bis・15条（同規則 13・14・17条）をも対象

とするか否かについては，解釈が分かれている (15）。

以上の一般的な管轄規則のほか，イタリアの国際的裁判管轄は，婚姻関係事

件については一一国際私法典3条の管轄原因に加えて一一夫婦の一方がイタリ

ア国籍である場合，あるいは婚姻挙行地がイタリアである場合に（32条），親子

関係事件については一一同3条及び9条(16）の管轄原因に加えて一一親の一方

あるいは子がイタリア国籍を有する場合，もしくはイタリアに常居所を有する

（巾iede）場合に（37条）認められる。その他，非訟事件（9条），失践宣告（22

条2項），養子縁組（40条），未成年者の保護（42条），成年後見（44条），相続

関係事件（50条）についても，個別の管轄規則が置かれている。

b) 合意管轄

1942年民事訴訟法の下でも既に，イタリアの国際的裁判管轄は広範に認めら

れ（4条），当事者の合意あるいは応訴に基づく管轄も認められた。しかし，そ

の一方で，外国裁判所に管轄を付与（あるいは外国仲裁裁判所に紛争を付託）し，

イタリアの管轄を合意によって排除する（白河g脱抑）可能性はごく限定され

ていた。すなわち，同法2条では，外国人間の債務，もしくは圏内に住所も居

所も有しないイタリア人と外国人の聞の債務をめぐる争いであって，書面によ

る合意がある場合に限り，イタリアの管轄を排除する可能性を認めていたので

ある。
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それに対して， 1995年国際私法典4条2項では，当事者が任意処分できる権

利に関する争いであれば，原則として合意によってイタリアの管轄を排除でき

ることとなっており，その合意の書面性は有効要件ではなく，単なる証明手段

とされている。このような管轄合意及び仲裁合意を広範に認める考え方は，

l鈍8年プリユツセル条約や 1958年6月10日の外国仲裁判断の承認に関する

ニューヨーク条約などと軌をーにしており，国際取引の要請にも応えるもので

ある。しかも， 1995年国際私法典4条3項では，当事者が合意した外国裁判所

又は外国仲裁裁判所が管轄を否定又は審理を拒絶する場合には，イタリア管轄

を排除する合意が無効となるとしており，当事者に対する裁判拒否を回避する

ための手当てもなされている問。

位）外国判決の承認・執行

イタリアにおける外国判決の承認は，当初の1865年法の下では自動承認制度

によっており，内国における執行力の付与についてだけ控訴院による有効宣言

判決 （s併itenz，αdide励僻初旬e）が要求された (1865年民法典前加編10条3項・

民事訴訟法941条）。しかし，国家主義が優勢となった20世紀初頭以降は，外国

判決の既判力の承認についても有効宣言判決を要件とする立場が通説・判例と

なっていき， 1942年民事訴訟法796条1項でそれが明文化された。もっとも，

この制度には欠陥が多く，とりわけ有効宣言判決を請求する権利が10年間で消

滅時効にかかったこと，時間とコストがかかりすぎることが問題視されていた

うえ， 1968年プリュッセル条約など自動承認制度をとる諸条約と圏内法を調整

する必要性も早くから指摘されていた(18）。さらに，通説・判例によって確立さ

れた「準拠法ルートJによる承認方法一一当該外国判決が準拠法所属国で下さ

れた場合，あるいは第三国で下されたが準拠法所属国において承認される場合

には，イタリアでそれを自動承認するという手法一ーにも限界があり，その承

認対象はあくまで「法律関係（法状態）Jであって訴訟法上の効力ではなかった

ことから，同一訴訟物について内国判決が下されること又は外国判決に対する

有効宣言判決が下されることで，自動的に失効した。以上のような問題点を踏

まえて， 1995年国際私法典においては，その64条以下で再び外国判決の自動承
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認制度が採用されている。そして， 67条では，控訴院による有効宣言判決は強

制執行の前提として，あるいは承認が否定された（たとえば身分吏が，外国離婚

判決が承認要件を具備していないことを理由に身分登録簿への記較を拒んだ場合な

ど）又は争われている場合にだけ下されると規定している(19）。

ところで，この 1995年国際私法典が成立した際には，身分登録及び不動産登

記について，従前の実務のように，外国判決に基づく登録・登記を行う際には

必ず有効宣言判決を得る必要があるのか否かが問題となった。そして，当初は，

公簿への登録・登記についても一一強制執行と同様に一一有効宣言判決を要求

すべきであるとの立場が有力であり， 1996年1月2日には，この点を明記する

形で67条l項を改正する法案が司法大臣によって上院に提出され，さらに上院

での審議未了のまま会期が終了した後の 19鉛年9月11日には一一若干の修正

を加えたうえで一一下院に提出された倒。この間，調整の時聞をとるために，

1995年国際私法典64～71条の施行は延期されていたのであるが， 1的6年12

月31日には，下院での法案審議が終わらないまま，これらの規定が一一他の規

定の施行から 1年以上遅れて一一施行された。そして， 1997年1月7日には司

法大臣通達によって（21），「1995年国際私法典64～66条制定の趣旨からすると，

これらの規定が完全な自動承認制度によっていると解すべきであり，外国判決

に基づく公簿への登録・登記の前提として有効宣言判決を経る必要はない」こ

とが示されることとなった。結局，このような動きを受けて， 67条は改正され

ないまま現在に至っている。もっとも，近い将来に改正される可能性がなく

なったわけではない惚｝。

1995年国際私法典64条は，外国判決の承認要件として，①イタリア管轄規

則に照らして，外国裁判所が国際的裁判管轄を有していたこと（a号），②被告

に対する適法な訴訟開始の通知及び防禦権の保障（b号），③被告に対する適式

な呼出又は適法な欠席の宣告（c号），④外国判決の確定性（d号），⑤イタリ

アで既に確定している判決と矛盾しないこと（e号），⑥イタリア裁判所におい

て，同一事件につき外国での訴訟係属よりも先に開始された訴訟手続が係属し

ていないこと（f号），⑦公序に反しないこと（g号）を挙げている。他方， 65

条は人の能力・家族関係及び人格権に関する外国判決の承認について， 66条は
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外国非訟裁判の承認について規定しており，いずれも従前の「準拠法ルートJ

（前々頁参照）による承認方法を具体化したものであるとされるが（却，理論的観

点からは断絶がある。というのも，特に65条が承認要件として，公序要件と並

んで「被告の防禦権の保障Jを定めていることに見られるように，これらの規

定は外国判決あるいは非訟裁判の創設した「法律関係（法状態）Jを承認対象とす

るのではなく，端的にその訴訟法上の効力を承認対象としているからである｛制。

64条と 65条との適用関係については， 65条が人の能力や家族関係等に関す

る特別規定であるため，これらの法律関係については65条が排他的に適用され

るという見解もある倒。しかし，多数説は，①65条は準拠法が外国法である場

合にしか機能しないため，準拠法がイタリア法となる場合の受け皿として64条

が必要であること，②従前の準拠法ルートによる承認は判決承認ルートと並立

して認められてきたこと等の理由から，両規定が並立すると解している制。

もっとも， 65条の規定については批判が多く，①準拠法の決定基準が複雑化し

ている現行法の下では一一最密接関係法の適用や選択的連結の場合など一一準

拠法が一義的に決まらず，機能不全に陥ること，②64条と 65条が並列的に適

用されると，外国判決の効力が承認される場合が広がりすぎること，③65条に

は， 64条のような一一イタリア確定判決との整合性（e号）等の一一訴訟法固

有の承認要件が入っていないため，両規定の承認要件に大きな聞きがあり，い

ずれを選択するかで裁判官の裁量権が濫用されうること等が指摘されている。

64条a号における間接管轄の基準は，いわゆる「鏡像理論（S戸egelbild仇eorie）」
によるものであるが，現行法において直接管轄が広く認められている以上，外

国判決の承認は，事実上ほとんど64条でカヴァーでき， 65条の果たすべき役割

は少ないといえよう伽）。

(3) 国際的訴訟競合

国際的訴訟競合については， 1865年法の下では，圏内の二重起訴禁止に関す

る民事訴訟法104条が類推適用されていた。しかし，国家主義に傾倒していっ

た20世紀初頭以降は，外国における訴訟係属は度外視されるようになっていき，

1942年民事訴訟法3条は，同一事件又は関連事件が外国裁判所に係属していて
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もイタリアの裁判権は排除されないと明文で規定していた倒。この規定は，

1942年民事訴訟法797条の6号が外国判決の承認要件として，「外国判決が確

定する前に開始された同一事件がイタリア裁判所に係属していないこと」を掲

げていたのと連動しており，当該外国判決が既に確定していれば，その有効宣

言を求める手続がイタリアにおける同一事件の訴訟手続よりも優先されたが，

外国における訴訟係属自体は考慮されなかった（29）。

それに対して， 1995年国際私法典7条1項は，いわゆる「承認予測説」を採

用し，同一当事者間で同一事件が外国裁判所で先に係属しているという抗弁が

当事者から出された場合には，イタリア裁判官は，当該外国判決がイタリアに

おいて効力をもっと予測されるかぎり，手続を停止することと定めた（ 7条1項

1文）。このイタリア圏内法上のJレールは，裁判の等質性が担保されない外国

における訴訟手続まで対象とするため，一一2000年プリュッセル I規則27条

(1部8年プリユツセル条約21条）とは違ってーータ4国判決の承認要件は可能な範

囲ですべて（64条a・b・c・f号あるいは65条）審査されることになる（30）。さら

に，国際私法典64条f号は， 7条l項と連動して，「イタリア裁判所において，同

一事件につき外国での訴訟係属よりも先に開始された訴訟手続が係属していな

いこと」を外国判決の承認要件としている。もっとも，イタリア訴訟手続が後

から係属した場合であっても，当事者から外国での訴訟係属の抗弁が出されな

い限りは手続を進めざるを得ないため，それによって先にイタリア判決が確定

した場合には，当該外国判決の承認は妨げられると解される（31)。

他方， 7条3項は，外国裁判所において同一事件ではなしイタリアでの訴訟

事件の先決問題に関する事件が係属している場合にも，イタリア裁判官が一一

承認予測を前提として一一手続を停止することを認めている。ただし， 7条3

項の場合には， 1項における必要的停止とは異なって，裁判官の裁量に基づく

停止となっている。

7条1項1文及ぴ3項いずれについても，外国裁判官が管轄を否定した場合，

あるいは下された外国判決がイタリアで承認されない場合には，当事者からの

申立によって手続が再開される (1項2文）。
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3 国際私法総論

(1) 反致

1995年国際私法典における国際私法総論に関する最も重要な刷新は，（広義

の）反致の（再）導入であろう。 1865年法の下一一フランス破致院のフォルゴ一

事件判決（1875-82）以後一ーでは，学説及ぴ裁判例は反致肯定説と否定説に分

かれていた。しかし，国家主義的立場が有力になるにつれて，イタリア抵触規

則が外国抵触規則に屈服してはならないこと，そして法的安定性を確保するこ

とを理由に反致を排除する立場が有力になっていき， 1942年民法典前加編30

条は明文で反致を排除した倒。それを受けて，今回の改正においても， 1989年

改正委員会草案11条， 1993年政府草案13条，そして 1993年上院草案 13条に

至るまで，反致を排除する明文規定を置いていた。しかし， 1995年3月7目の

下院第二委員会における修正審議においては，一転して反致を認める修正案が

出され，それが最終的に下院及び上院において可決されて，現行 13条として成

立したという経緯がある。この修正は，立法の最終段階において行われたため，

その理由は明らかにされておらず側，規定の文言自体も必ずしも明快ではない。

もっとも，立法準備段階において，学説の中に，外国抵触規則を全く考慮しな

いのは一一 1942年法と異なって一一外国法秩序に対して開放的で国際協調を

めざす新法の理念に反するとする立場もあったことは注目される倒。いずれ

にしても， 13条における反致の（再）導入は，一定範囲で国際的判決調和に資

するものであり， 1995年法における国際主義的傾向に合致するものと位置付け

られよう倒。

ところで，国際私法典13条は，反致を無制限に認めるのではなく， 1項で，

反致の成立を①「受容された転致（伽仰altroveaccettato) J，すなわちイタリ

ア国際私法がA国法を指定し， A国国際私法がB国法を指定し， B国国際私法

が自国法を指定する（その送致を受入れる）場合（a号）（下図参照），または②法

廷地法へと送致される場合（b号）に限定している｛刻。

この 13条1項a号の「受容された転致」においては，法廷地， A国， B国の

聞で準拠法が一致するという利点がある。さらに学説では，反致の成立する場
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〈受容された転致〉

イタリア A 国 B 国 C 国

(IPR＝国際私法， MR＝実質法）

合をこれに限定せず，判決調和のために同規定を拡大解釈し， (i)B国の国際私

法がA国へと送致する場合にも反致の成立を認める説がある。この場合にも，

法廷地， A国， B国で準拠法が一致することになる｛問。さらに，「受容された

転致」の趣旨を拡大して，（ii)B国の国際私法が別の C国へ，さらにC国がD

国へと送致する場合にも一一いずれかの国がその送致を受容した時点で一一反

致の成立を認める説が提唱されている倒。その一方で， GiOA国国際私法が自国

法の適用を予定していないが「受容された転致jが成立しない場合に， 13条1

項の反致不成立としてそのまま A国法を適用すると，適用を欲していない法を

適用するという論理矛盾を犯すことになり，実益もないとして，法廷地法たる

イタリア法を適用するという見解もある倒。

<13条l項a号の適用範囲の拡大〉

イタリア A 国 B 国 C 国

この 13条1項の例外として， 2項では，①当該抵触規則によれば，当事者が

選択した法が準拠法となる場合（2項a号），そして②法律行為の方式に関する

抵触規則（同b号），③契約外債務関係［回・63条］に関する抵触規則（同c号）が

適用される場合を排除している（40）。さらに， 13条3項によれば，「子の保護」

のために選択的連結が予定されている場合一一摘出親子関係（お条），準正（34

条），非嫡出親子関係（35条）一ーには，親子関係の成立に有利となる法が準拠
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法となるときだけ反致が成立する。これは，いわゆる「優遇反致 （rinvio伽

favorem）」を認めるものである。この 13条3項については，解釈論上の問題点

として，①33条l項（子の身分は，子の出生時の本国法によって決定すると定める）

及び34条2項（認知準正については，認知成立当時の認知者の本国法によると定め

る）は，本来，選択的連結を予定していないにもかかわらず， 13条3項の射程

に入るとすれば，反致によって選択的連結が認められることになってしまうこ

と，②33条3項において子の嫡出性につき子の本国法と父又は母の本国法との

選択的連結がとられている関係で，嫡出否認の準拠法決定の問題が出てくるこ

と（嫡出性確定の基礎となった法だけが嫡出否認の準拠法となるのか，子の本国法が

優先的に適用されるのか）が指摘されている（41）。なお， 13条4項では， 1～3項

の例外として，国際私法典が条約を援用している場合には，条約上の処理が優

先すると注意的に規定している。

このように，現行イタリア国際私法上の反致規定は特色のあるものになって

いる。しかし，解釈論上，見解が分かれている部分も多く，今後の学説・判例

の蓄積を待つよりほかないであろう。現在のところ，まだ13条を適用した裁判

例は見当たらない（42）。

(2）外国法の適用と解釈

外国法適用の理論的根拠をめぐる議論は，国際私法の機能論・構造論につな

がるため，イタリアの学説はこれまで区々に分かれてきた。主としてヴイッタ

の整理に依拠すれば附，当初の学説は，①外国法は内国法に編入されることな

く，外国法の資格において（あるいは事実状態として）適用されるとする「形式

的送致説 （teor加 delrinvio formale o no均的ettizio)Jに立っていた（制。しかし

次第に，外国法は当該法秩序の外では単なる事実に過ぎず，内国法に変質して

（η僻 ω叫抑制one）初めて妥当するとする立場が有力になり，②外国法は，白

地規範たる抵触規則によって規範内容に取り込まれることで内国法に変質する

という「受容的送致説（陶仰似巾吋oricettizio o ma捌仰）」（45にさらには③

外国法は，規範創造の基礎となる事実加ttodi produz必neg抑制伽）であり，

抵触規則によって当該外国法と閉じ内容の内国法規範が創造されるとする「法
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規範創造説 （teoriaprodu抑制伽）」（46）が支持された。しかし， 19印年代以降は，

④内外法平等を前提として，外国法は端的に外国法として適用されるとする立

場が主流になっていった（判。このように外国法の適用根拠に関する学説は変

遷してきたが，立場の相違に関わりなく，学説の多数は，外国法が抵触規則に

よる指定によって「事実」としてではなく「法Jとして適用されるとし，外国

法（あるいは内国法に変質した外国法）の適用は裁判官の義務である (juraπω必

ωバα）と解していた（姐）。それに対して，裁判例は，当初は外国法事実説の立場

から，外国法適用に対する当事者の主張・立証責任を前提としていた。そして，

1959～66年には，一連の破段院裁判例が一一外国法の適用違背に基づく上告

可能性まで認めてーータ4国法法律説へと傾いたものの，その後はまた判断が分

かれ， 1995年法成立以前には確立した判例法理は存在しなかった（4針。

このような状況下で， 1995年国際私法典 14条 l項 l文においては一一学説

の支配的見解となっていた④説に依拠して一一外国法が内国法と同じ資格に

おいて適用されること（内外法の平等），そして裁判官は外国法を職権で適用す

る義務を負うことが明記された。それによって，その前提となる国際私法の適

用，さらには渉外性の有無の調査も裁判官の義務となった｛刷。外国法の適用違

背に基づく上告可能性については明文規定がないが，解釈上認められるものと

解される。

外国法適用のために裁判官が調査を行う際には，国際条約に基づく調査手段

や司法大臣のもつでいる情報，そして専門家や専門研究機関の鑑定を利用でき

るほか(14条l項2文），当事者の協力を求めることもできる（同2項1条文参照）。

それでも外国法が不明である場合には，別の連結点があれば連結をやり直し，

それが機能しなければイタリア法を適用することになる（同条2項1.2文）。ま

た， 15条では，裁判官が具体的に外国法を適用する際には，当該外国法秩序に

おけるその時点での解釈・適用の原則に従うことが明記されている。さらに，

解釈として，当該外国法の合憲性，すなわちその法が当該国の憲法に適合して

いるか否かが問題となる場合，その外国で合憲性の審査が裁判所に委ねられて

いるときには，イタリア裁判官もその適用に当たって合憲性を審査しうるとさ

れている（51）。
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(3）公序

1942年民法典前加編31条は，消極的公序に関する規則として，「外国法」の

みならず，「外国国家の行為，特定の機関あるいは団体の命令・行為，私人によ

る処分・合意jがイタリアの公序に反する場合には適用きれないと規定してい

たため，公序審査の対象がどこまで及ぶのかが不明確であった。そこで， 1995

年国際私法典16条1項ではこの点を改め，公序則の機能は内国法秩序と相容れ

ない「外国法」の適用除外にあることを明らかにしている。 16条2項では，公

序によって外国法の適用が排除された場合の処理として，直ちに法廷地法によ

るのではなく，一ータ4国法が不明の場合と同様に（14条2項）一一連結をやり

直し，それが機能しない場合に初めて法廷地法が適用される点が注目される｛問。

ω） 必要的適用規範

1995年国際私法典17条では，一-i丘年の各国の立法例（たとえばスイス国際

私法18条）や契約準拠法に関する 1980年ローマ条約7条2項などと同様に一一

法廷地の「必要的適用規範 （normedi applic側 onenecessα巾）」（ドイツ法上の

「介入規範協wべffsnormen)Jに同じ），すなわち，外国法が準拠法となる渉外

的法律関係にも一方的に適用されるべき法廷地の強行法規の適用は，必ず留保

されることを定めている。立法理由によれば，何が「必要的適用規範」に相当

するかは，当該規範の規律対象（通貨に関する規定など）あるいは規律の目的

（内外人を関わず，内固にある者の行為能力をすべて内国法に従わせる規定など）に

よって判断される倒。破鏡院の判例上は， 1983年5月4日養子縁組法37.・bis条

（イタリアにおいて遺棄状態にある外国人未成年者について，養子縁組や監護，保護

措置に関するイタリア法を適用すると定める）など剛，解釈論上は， 1942年民法

典2506～2日8条（イタリアにおいて活動する外国会社について規律する）などが

「必要的適用規範Jに当たると解されている倒。

17条は，準拠法所属国あるいは第三国の「必要的適用規範Jの適用可能性に

ついては明文規定を置いていない。しかし，イタリアにおいて妥当している

1980年ローマ条約7条 l項（1伺5年国際私法典57条も同条約を援用）は，第三

国の「必要的適用規範Jに「効力を与えるj可能性を聞いており， 1995年国際
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私法典の立法者自身もこの規定が解釈上の有益な指針となることを認めている

ことから，第三国の「必要的適用規範Jは一定範囲で適用されうることになろ

う。他方，準拠法所属国の「必要的適用規範Jについては，立法者は，「外国法

の適用はその法秩序における解釈・適用の原則に従う」とする 15条に基づいて

当該規範の強行性が認められるとしていることから，イタリア抵触規則による

準拠法の指定によって，当該法秩序の「必要的適用規範Jも合わせて指定され

ると解される倒。

4 国際私法各論

(1) 男女平等の実現

1995年国際私法典における国際私法各論に関する最も重要な改正点は，男女

平等の実現である。従前の1942年民法典前加編の下では，婚姻の身分的効力は，

①夫婦の共通本国法（17条），なければ②婚姻継続中に存在した最後の共通本

国法（18条前段），それもなければ③婚姻成立時の夫の本国法によって規律され

ると解釈されていた（間後段）(57）。また，婚姻の財産的効力は，夫婦の共通本国

法の有無にかかわらず，婚姻成立時の夫の本国法によって規律された（19条）。

他方，血縁による親子関係は，①父母の共通本国法（17条），なければ②父の

本国法（20条l項），③例外的に母子関係しか存在しない場合には母の本国法

（加条2項）によって規律された倒。このように， 1942年民法典前加編 18～

20条は，夫または父の本国法主義によっていたため，これらの規定がイタリア

憲法3条1項（一般的平等原則）及び29条2項（家庭における男女の平等）にお

ける両性平等の原則に反しないか否かが早くから議論されており，学説及び裁

判例は違憲説と合憲説に分かれていた（59）。そして，ついにイタリア憲法裁判所

は1987年，抵触規則が中立的であるとのテーゼを否定し，各々 1987年3月5

日判決｛刷において 18条が， 1987年12月10日判決（61）において 20条が，憲法

3条l項及び29条2項の原則に反すると判断したのであった。これらの規定

が違憲であるため失効した後，欠候補充をどうするかについて様々な立場が

あったが，統一的見解は存在せず，立法による解決を待つこととなった｛問。

それに応えて， 1995年国際私法典29条1・2項は，一一属人法の決定基準
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としての本国法主義を維持しつつ一一婚姻の身分的効力について夫婦の共通本

国法，なければ夫婦生活の最密接関係地法 (prevα抑的間協 loc，αlizzata）によ

るという二段階の段階的連結を採用した。この29条の定める準拠法は，婚姻の

財産的効力に関する30条l項1文でも援用されている。また，別居及び離婚に

ついても， 31条I項で，夫婦の共通本国法，なければ夫婦生活の最密接関係地

法という二段階の段階的連結がとられている。他方，血縁による親子関係の成

立は，原則として子の本国法によるが，摘出親子関係及び準正については父又

は母の本国法によること（33条1・2項， 34条l項），非嫡出親子関係について

は認知者の本国法によることも認めており（35条l項），子の保護のために選択

的連結を採用している。そして，血縁による親子関係の身分的・財産的効力に

ついては，子の本国法によることとなった（36条）。

(2) 条約上のルールの撮用

1995年国際私法典の国際主義的立場を示すものとして，一一国際的裁判管轄

に関する 1968年プリユツセル条約の援用（3条2項l文）のみならず一一国際

私法各論における条約上のルールの援用を挙げることができる。すなわち， 42

条1項は，未成年者保護の管轄及び準拠法について 1961年 10月5日ハーグ条

約を， 45条は，親族問の扶養義務の準拠法について 1973年 10月2日ハーグ条

約を， 57条は，契約準拠法の決定について 1980年6月19日ローマ条約を，そ

して 59条は，手形及び小切手債務について各々 1930年6月7日統一手形条約

及び1931年3月19日統一小切手条約を圏内法として援用している。これらの

規定は，条約上のルールが「いかなる場合にも（伽ognicαso）適用される」と

定めている。しかし，その一方で， 42条2項では「条約の規定はその本国法に

よってのみ未成年者とされる者及び締約圏外に常居所を有する者についても適

用されるjとして， 59条2項では「前項の規定は締約国外において引受けられ

た債務についても，また締約国以外の国の法が準拠法として指定される場合に

も適用される」として，適用範囲を画定している。ところが，このように42条

及び59条については「いかなる場合にも適用される」という文言が明確に定義

されている以上， 45条及び57条における同じ文言をどのように解釈し，本来，
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普遍的効力をもっ（er拠 omnes)1973年ハーグ条約及び1980年ローマ条約の

適用範囲をどのように画定するかが問題となる。特に， 57条では，ローマ条約

の適用範囲から除外される契約類型（ローマ条約l条）についても，同条約上の

ルールが圏内法として適用されることになるが，仲裁合意・管轄合意（ローマ

条約1条2項d号）のように，その性質上，初めから 57条の対象とならない事

項については当然に対象から外れる。その意味では， 57条における「いかなる

場合にも適用される」という文言は，同条約上のルールが当然にすべての契約

関係に及ぶことを示すものではなしこのルールが普遍的に妥当することを強

調するに過ぎないとされている｛刷。

(3) 当事者自治の拡大

1995年国際私法典においては，一一近時の各国国際私法の立法例と同様に

一一契約関係以外への当事者自治の拡大という傾向を看取することができる。

ただし，契約以外の法律関係については，実質法上も当事者による任意処分の

認められる範囲が限定されていることから，抵触法上も選択されうる法の範囲

があらかじめ確定されている。

まず夫婦財産制については，原則として婚姻の身分的効力の準拠法が適用さ

れる（30条1項1文）が，夫婦は書面による合意によって，夫婦の一方の本国

法あるいは常居所地法を選択することができる（同2文）。これは一一不動産所

在地法の選択肢が入っていない点で異なる炉ー基本的には， 1978年ハーグ夫

婦財産制条約3条， ドイツ民法施行法15条2項，オーストリア国際私法 19条，

スイス国際私法52条などの近時の立法例と同じ傾向にある｛制。準拠法の選択

時期は，婚姻成立時に限定されず，随時行いうる（65）。当事者の合意の実質的及

び形式的成立要件は，選択的に，指定された法又は行為地法によって判断され

る（30条2項）。他方，取引保護の要請から，外国法に基づく夫婦財産制は，悪

意又は有過失の第三者に対してのみ（30条3項1文）｛飴），さらに不動産について

は，所在地法の予定する公示方法を道守している場合にのみ（同項2文），第三

者に対抗できる。

贈与については，原則として贈与者の本国法によるが，明示的意思による常
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居所地法の選択も認められる（日条2項：op帥 kgiso projessio ju巾）。

同様に，相続についても，原則として被相続人の本国法によるが（46条l項），

被相続人は遺言の中で相続関係全体を一一被相続人が死亡当時に当該国に常居

所を有していることを要件として一一常居所地法によらしめることができる

(46条2項1・2文）。相続について当事者自治を認めた理由は，被相続人は自ら

の常居所地法を容易に知りうること，また，それによって（通常は）常居所地

に存在する財産を適切に処分しうることにある問。法選択の方式として「遺

言」と規定されているが，学説は，法定相続についても法選択が認められると

し，この方式が一般的な終意処分の方式を指すものと解釈している制。相続に

ついて，本国法と常居所地法（住所地法）の聞の選択を認めるのは，基本的に

1989年ハーグ相続条約5条と平灰を合わせたもので（69），選択されうる法の範

囲はスイス国際私法90条2項・91条2項・ 95条2項とも一致する（70）。ただし，

イタリア国際私法典46条2項1・2文による法選択の効果は無制限なのではな

く，被相続人がイタリア人である場合には，被相続人死亡当時にイタリアに常

居所を有していた相続人の（イタリア法上の）権利が留保される（46条2項3文）。

この規定は，被相続人が常居所地法を選択することで，相続人の遺留分が侵害

されてはならないという配慮に基づくものであり，特別留保条款であると解さ

れている（71）。もっとも，この規定に従えば，遺留分を有する複数相続人のうち，

被相続人死亡当時にイタリアに常居所をもっ者ともたない者とを別異に扱うこ

ととなってしまうため，学説からは憲法上の平等原則に反する可能性が指摘さ

れている（72）。なお， 46条3項は，遺産分割につき相続人間の合意によって，

一一相続準拠法に代えて一一相続開始地法あるいは相続財産所在地法を選択す

ることを語、めている伺）。

なお，不法行為については，原則として結果発生地法が適用されるが（62条

1項1文），被害者は行動地法を選択することもできる（同2文）。これは，被害

者に対して一種の選択権を与えるものであるが，その趣旨は，あくまで隔地的

不法行為における「偏在理論Jを前提としたうえで，行動地と結果発生地のい

ずれによるかを決定するのに，被害者の意思を基準とするに過ぎない（ドイツ民

法施行法40条1項（1999年改正）と同旨）。それゆえ，端的に，不法行為につい
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て両当事者による準拠法の選択を認めるドイツ民法施行法42条例）やオースト

リア国際私法11条・ 35条側（いずれも選択されうる法の範囲は無限定），そして

スイス国際私法132条（法廷地法の選択可能性だけ）とは，その規定の意味が異

なる（76）。他方，製造物責任についても同様に，被害者が，製造者の住所地・営

業所所在地法，あるいは製品を取得した地の法一一ただし製造者が自己の合意

なくして製品がその地で流通に置かれたことを立証した場合を除くーーを選択

できることとされている（63条）。この規定は，本来は製造物責任に関する 1973

年ハーグ条約（当時はイタリアだけが署名していた）を考慮して制定されたもので

あるが， Jレール自体は簡略化されておりm，むしろスイス国際私法 135条1項

a・b号とほぼ一致する内容になっている。

イタリアの学説の中には，上記のような法律関係について制限的当事者自治

を認めることで，準拠法決定の柔軟性が確保されると同時に，一定範囲で法秩

序聞の調整が可能となるとして，積極的に評価するものがある側。全般的に，

1995年国際私法典において新たに導入された法選択の可能性は，他の立法例と

比較して選択されうる法の範囲が狭く，必ずしも十分に準拠法決定の柔軟性に

資するわけではないと思われるが，いずれにしても夫婦財産制や相続について

は当事者の予見可能性を確保することになる点で，積極的に評価できるであろ

つ。

5 おわりに

本稿では， 1995年イタリア国際私法典における主要な改正点と解釈論上の問

題点について検討してきた。 1995年国際私法典における国際主義的傾向は，①

イタリア裁判管轄の合意による排除の可能性（4条2項），②外国判決の自動承

認制度の復活（64・66条），③国際的訴訟競合における承認予測説の採用（7条），

④反致の（再）導入，そして⑤条約上のルールの援用などに見ることができる

倒。唯一，外国人の私権享有については，相互の保証を要件としていた1942年

民法典前加編 16条が削除されずに残っており，学説によって，憲法上も問題が

あるため早急に改正する必要があると指摘されている刷。ただし， 1998年3

月6日に成立した「移民及び外国人の権利享有に関する法J812条の解釈とし
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て，イタリアに恒常的に滞在している外国人については，相互の保証に鑑みる

ことなく私権事有が認められるとされており，民法典前加編16条によって相互

の保証が要求される範囲が大幅に狭められてきている点は注目されよう｛刷。

従来からイタリアにおいては，国際私法の法源として多くの多数回間・二国

間条約が存在していたが，近年では，とりわけ欧州連合における様々なEC規

則などの制定によって域内ルールの統一化が進んでいる。そのため， 1995年国

際私法典の適用範囲は今後ますます狭まっていき，複数の法源がそれぞれ関係

する国ごとに並立することが予想される。ただし， I部8年プリュッセル条約を

援用する 3条2項1文や 1980年ローマ条約を援用する 57条については，両条

約の（来るべき）規則化（図）に伴うルール改正が直接圏内法へと取り込まれると解

されることから，欧州における法発展がそのまま圏内法にも反映されることと

なろう｛制。

本稿では紙幅の関係で，①自然人の権利能力・行為能力（国際私法典20～24

条），②物権（同51～55条），③代理（同60条），④法人の従属法に関する国

際私法典25条の成立｛お｝とそれに伴う民法2505・2509条の削除及び民法2506

～2508・2510条との関係，⑤養子縁組の準拠法・管轄及び外国養子縁組の承

認に関する国際私法典38～41条と 1983年5月4日養子縁組法29～43条との

解釈論上の調整（お）などの問題については論じていない。これらの点は， 1995

年国際私法典をめぐる今後の学説・判例の展開とともに，改めて詳細に検討す

る機会をもつことにしたい。本稿が，わが国においてイタリア国際私法を理解

するための一助となれば幸いである。

事 Abb陀叫azioni:Foro it. = Foro ita且arm;Giur.it. = Giurisprudenza iぬ且ana;G.U. = 

Gazzetta Ufficiale; RDI = Rivista di diritto inteロiazionale;RDIPP = Ri叫S也 didir批 0卸－

ternazionale privato e processuale; Trib. ＝’l'ribunale; Rep. = La Giurisprudenza iぬL

ana del diritto internazionale privato e processuale -Repertorio 1967・90,Milano 1991. 

また，以下では議会資料として， u飽ciodi ricerche e documentazione in rnateria is-

tituzionale発行による DossierI = Dossier Provvedimento (Camera dei Deputati) 

一一－Riforma del si錦町¥8.italiano di dir批ointernazionale privato (A.C. 12部）， n.118, 

XII legislatura - ottobre l叩4;Dossier II= Doぉ：ierProvvedimento (Camera dei 
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Deputati）一一一Riforrnadel sistema italiano di diritto internazionale privato (Lavori 

preparatori della legge 31 maggio 1995 n. 218), n. 118/1，氾Ilegislatura - gi唱no

1995を引用する（資料は，マックス・プランク外国私法及ぴ国際私法研究所（ハ

ンプルク）所蔵のものを入手）。なお，本稿の脱稿直前に公表されたPoeα.r,II imovo 

diI批Ointernazionale privato italiano (cit.: Riforma), 2a ed., Milano 2002, p. 219 ss. 

にも同じ議会資料が収録されている。

(1) Legge31 m勾rgio1995η. 218・R約rm.adel sistema i叫旬.rwdi diritto伽tern.aト

zionale privato (G.U., suppl. ord. n. 68 al n. 128 del 3 giugno 1995）.本法の邦訳

については，笠原俊宏「イタリア国際私法の改正とその特質についてJ比較法34

号（1996年） 120頁以下及ぴ奥田安弘／桑原康行「イタリア国際私法の改正J戸籍

時報460号（1鈎6年） 57頁以下参照。

ω 改正の背景事情及び各条文の立法理由については， 1993年4月29日の上院本会

議における政府草案の趣旨説明 （Re，加勿nealdise，伊ω出 leggen. 1192 < Riforn協

del Sistema伽 t的犯odid例 tto伽tern倒ぬnaleprivato >. prese句協ωηelcorso 

delta XI legislatur，ααt Senato, 29α1Jrile 1993, in: Dossier I, p. 217 ss. =Poeαr, Ri-

foロna,op.cit. (*), p. 153 ss.にも収録）が最も詳しい。以下，「立法理由Jとして引

用する。

(3) このヴイツタ草案は，阿tta,Diritto Internaziona』ePrivato, vol. 3, Torino 1975, p. 

日（） SS.に収録されている（p.回7SS.には各条文ごとの解説がある）。さらに， l錦4

年6月には，岡草案の検討を目的としたシンポジウムが開催されており，その講演

録の巻頭部分には，ヴイツタ自身による草案の解説が掲議されている。防伽，Me-

moriale e progetto di le.邸e,in: Problemi di riforma del diritto intemazionale privato 

ita且ano,a cura del Consiglio nazionale del Notariato, Milano 19,部， p.3 SS. 

(4) この改正委員会設立時にメンバーとなった学者委員は， RiccardoMonaco （委員

長）, Francesco Capotorti，加dreaG回曲ta,Franco Mosconi, Fausto Pocar, Edoardo 

Vitta (19.邸年 1月に逝去），さらに後から加わったのは CarloAngelici, Giuseppe 

Franchi, Alessandro岨8泊zza,Paolo Piconeである。Poe，α.r,Riforma, op.cit.(*), p. 153 

(nota 1）参照。

（劫上院第二委員会における主な修正は，①契約の準拠法に関する政府草案日～ 57

条を 19加年ローマ条約を援用する上院草案57条（現行法に同じ）に変更したこと，

そして②外国仲裁判断の承認について 1958年ニューヨーク条約を，執行について

19槌年1月19日法（第62号）を援用していた政府草案69条を削除したことであ

る。前者の修正理由は，当事者自治を定める政府草案日条，消費者契約・労働契

約の準拠法決定に関する岡 55・56条がローマ条約上のJレーJレと議離しており，間
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題となっていたこと，後者の修正理由は，当時進行中であった仲裁に関する l関4年

1月5日法（第25号）の立法作業において，外国仲裁判断の承認・執行に関する

Jレールが組み込まれていたことにある。これらの修正が行われたのは，問委員会の

1叩3年10月21日の会議（邸側izia2',210伽 b開 1993,9<1" sedu叫h制 御 叩・adel

Pres剖ent.eRiz, in: Dossier I, p. 257鑓．）においてである。この経緯は， l鈎4年6月

22日の上院における法案の趣旨説明の中でも説明されている。 Re'lazionedella 2' 

Con抑 制伽esul d伽仰odi legge <Rifon加 delsis伽協働陶畑出d例 tto伽 ter-

勾儲旬間』epri,vato > d 'in側副vadel senatore Riz, comunicαtoαUαpresidenza il 

22g旬gno1994, in: Dossier II, p.日 SS.

(6) 下院第二委員会における主な修正は，①上院草案3条2項1文（現行法に同じ）と

してイタリアの国際的裁判管絡について 1968年プリュッセル条約を援用する規定

を導入したこと（本文2(1)参照），そして②明文で反致を排除していた上院草案13

条を，一定範囲で反致を認める規定に変更したこと（本文3(1）参照）である。これ

らの修正が行われたのは，下院第二委員会の l鈎5年3月7日会議(IICommお抑制

pen脚”の由， 7符協問＇ O1995, Presi必nzadel Vicepr1制御ηteGrimaldi, in: Dossier 

II, p. 135 s.）においてであるが，その理由には全く言及されておらず，下院本会議

の記録としても評決結果が掲げられているだけである （Camera似 D馴叫 se-

di刷必6apバle1995, Presi品 加ade』Vic申間制enteLo聞協・oAcquarone-ー－Se-

仰 伽deltadiscussione della Pf叩 ostadi legge: S. 472, in: Dossier II, p. 179）。

例法人の従属法に関する下院第二委員会草案25条1項l文では，本拠地法主義（経

営統括地を基準）を原則としつつ， 3文で，イタリアに営業活動の中心がある法人

にはイタリア法を適用すると定められていた。それに対して，修正後の25条l項1

文では，設立準拠法主義を原則としつつ， 3文で，イタリアに経営統括の中心がある

法人にはイタリア法を適用すると定められた。この修正案は，すでに下院第二委員

会の 1995年3月7日会議.(op.cit. (6) , in: Dossier II, p. 137）で検討のうえ否決され

ていたが，同年4月9日の本会議で可決されたものである（op.cit.(6) , in: Dossier 

II, p. 182 s., 194 s.）。法人の従属法については，後掲注伺参照。

＠） この改正の経緯については，笠原・前掲論文（1)108頁以下及ぴ奥田／桑原・前掲

論文（1)56頁以下， G伽 'di加，Les伺 racteresgeneraux de la refonne, Rev.ぽit.dr. int. 

pr. 85 (1鈎6),p. 3 et s凶.v.;Pico旬e,La rifonna italiana del diritto intemazionale pri-

vato (cit.：悶fonna), Padova 19錦，p.104 s.などを参照。各草案の対照表は， Pocar,

Rifonna, op. cit.(*), p. 87 ss.にまとめられている。

（＠拙著 Nishitani，抽nciniund die P副 eiautonornie加 Internationa』enPrivatrecht 

一－ Eine Untersuchung auf der Grundl噌eder neu zutage gekommenen kollisions-
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rechtlichen Vorlesungen胸 nc：泊is－一（cit.:Mancini), Heidelberg 2000, S.伺 ff.及ぴ

拙稿Nishitani,Mancini e I’autonomia della volonta nel dir批o泊.ternazionaleprivato, 

in: RDIPP 37 (2001) I p. 30 SS.参照。

QO) r residenzaJ概念は多義的である。まず1942年民事訴訟法上の「residenzaJは，

実質法上の概念として， 1942年民法典43条2項と同じく，（「住所Jと対比される）

「居所」と解される。他方， 1995年国際私法典においては，「residenza（あるいは形

容詞形のresidente)Jとrresidenza abitualeJの両概念が用いられているが，立法

理由・前掲（幼からはその区別の意味は読み取れない。実際にも，未成年者の保護に

関する 1961年ハーグ条約を援用する 42条では，「常居所J概念として rreside回 a

abitualeJという文言が用いられている。ところが，養子縁組に関する 38～40条に

おいては rresidentiJという文言が用いられているものの，これらの規定が養子縁

組に関する 1965年及ぴ1993年のハーグ条約を意識して制定されたことに鑑みれば

(c仕.BaUarino, Diri低ointernazionale privato, 38 ed., Padova 19鈎， p.470 ss., 476 s.), 

やはり「常居所Jと解すべきである（ドイツ語訳も rgewohnlicher AufenthaltJと

なっている。 Obぽ・setzungvon Jayme/Kroπke, in: IPRax l叩6,S. 356 ff.; auch Rieれ

ing （匝喝.）, IPR-Gesetze歯1Europa, Mtlnchen l鈎7,S. 42 ff.; Poe.αr ( ubersetzt von 

Gebauer), D回 neueitalienische Int.ernationale P泊施trecht,in: IPRax 1997, S. 155な

ど）。それに対して，イタリアの国際的裁判管轄に関する 3条l項の rresidenzaJ 
は，公法に属する訴訟法上の概念であるため，法廷地実質法たる民法43条2項の定

義する「居所J，すなわち「人が継続して滞在する（dimoraabi同組e）場所Jとして

解釈されねばならない但allarino,Ibid., p. 107.上掲Jα仰 e/Kron胞によるドイツ

語訳でも， 3条1項の「residenzaJはイタリア実質法上の概念として解釈すべきこ

とを指摘したうえで，括弧付きで「（gewohlichen) Aufen白altJと訳している）。し

たがって，本稿では，「residenzaJを文脈に応じて，「常居所」あるいは「居所Jと

訳し分けることとする。

QO Cass., 28.6.1966, n. 1680; Cass., 12.3.1973, n. 669; c仕．防tta,Corso di diritto interna・

zionale privato (cit.: Corso), To血 01976, p. 7 s. 

幽 Pocar,Riforma, op.cit. （事）, p. 20; Luzzatto, A託.3, in: Commentario del nuovo d・

ritto internazionale privato, Padova 19掲， p.22.

Q3) 前掲注（6）参照。立法資料から修正理由を読み取ることはできないが，従来からの

課題であった条約上のルールと圏内法上のルールの調整を目的とした修正であった

と解することはできるであろう。

Q4) GaJa, Il rinvio alla convenzione di Bruxelles加 temadi S町isdizione(cit.: Bru-

xelles), in: Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto副総rnazionalepri-
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vato, a c回adiF-nαncesco Salerno, Padova l卯7,p. 26 SS. 

05) これらの規定は援用きれないとするのは，向ja,Bruxelles, op.cit. 04) , p. 28 s.反対

に，合意管轄の部分だけ外すのは不自然であること，圏内Jレール上も弱者保護を図

る合理性があることを理由に，これらの規定も援用されるとするのは， Poe，問問・

forma, op.cit. （吋，p.24 s.なお，プリュッセJレ条約7条・13条 l項（プリュッセル I

規則8条・ 15条 1項）は，各々保険契約及び消費者契約について，一一被告カ明日盟

国に住所を有しない場合の圏内ルーJレの適用を定める一一条約4条の規定が留保さ

れるとするが，もとよりイタリア国際私法典3条2項 1文が圏内JレーJレとして条約

（規則）を援用する際には，これらの規定は対象とならない。 Pocar,ibid.; L協調伽，

op.cit. 0?) , p. 30. 

Oc 非訟事件に関する 9条によれば，一一本法における他の管轄規則及び圏内土地管

轄規則に基づく管轄に加えて一一本人がイタリア国籍又はイタリアに常居所を有し

ている場合，あるいはイタリア法が準拠法となる場合に，イタリアの管轄が認めら

れる。

07) Poe問問orma,op.cit.(*), p. 29 s.立法理由・前掲(2)4条も参照。

08) Goja, Le convenzioni internazionali e le nuove no即時 sullagiurisdizione e s叫 ri-

conoscimento delle sentenze strar血，re,in: Processo d泊lee riforma del diritto inter・・

nazionale privato, Milano 1997, p. 13 ss.立法理由・前掲（2）臼条も参照。

09) イタリアにおける外国判決承認制度の変遷については，拙稿「イタリアにおける

外国判決承認制度と国際私法J国際法外交雑誌 101巻 1号（2002年） 54頁以下（特

に1995年国際私法典64条以下については 72頁以下）参照。

帥 これらの改正法案は， Poe，明郎forma,op.cit. （・）， p. 251 SS.に収録されている。な

お，下院法案じおける修正点は，「別異に定める場合は除くJという文言の付加だ

けである。これは，外国判決に基づく公簿への登録・登記が（場合によっては）有

効宣言判決なしで行われる余地を残すことを目的としていた。 Poca可ibid.,p. 253 

(nota 1）参照。

帥 Circolα開 delM伽.is俗mdi gr倒的eg郎 防 協del7genna勿 1997(ai Procura-

tori Generali della R叩ubblicap開 ssole Co倒 d~ppello）. さらに， l鈎7年 3 月 12

日には同趣旨の司法官会議 （Cons句助Superioredella Magistra加.ra）意見書が公

にされている。意見書は， Poca・η附 orma,op.cit. （事）， p. 254 SS.に収録されている。

倒 67条をめぐる議論については， Salerno,La circolare ministeriale < espli回 tiva)

s叫l'iscrizionedelle sentenze s位釘由renei registri dello鈍atod叫le,in: RDI 80(1997), 

p. 178 ss.; B切加叫ti,n riconosc加.entoe l’esecuzione delle sentenze抑制.eree la 

circolare m凶 te由le柑iu錨ddi蜘 .toci曲，泊： RDIPP担（1998),p.謁；2ss.; Ci俳
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solo, Nuovi problemi也 dirittoprocessuale civile internazionale, Milano 2002, p. 289 

SS.などを参照。

倒立法理由・（2)65・66条。

帥 Picane,Riforτna, op.cit. (8) , p. 483 ss. 

仰たとえば， Bαバαtti,Articolo 65, in: RDIPP 1995, p. 1234 ss.; Civiniηi, Il riconosci-

mento delle sentenze 抑制ere（副t.64・67L. N. 218/1卯5），附田01995, p. 62 SS.もっ

とも，これらの学説は，何ら実質的な理由を示していない。

側 Picane,Riforma, op.cit. (8) , p. 4卯 ss.;idem, L’art. 65 della le邸eitaliana di riforma 

del diritto internazionale privato e il riconoscimento delle sentenze straniere di divor-

zio，加： RDIPP2000, p. 390 ss.; anche Bonomi, Il rego加nentocom山首tarios叫lacom-

petenza e s叫 riconoscimentoin materia matrimoniale e di potesta dei genitori, in: 

RDI 84(2001), p. 340(nota 56); S,α』em.a,op.cit.伺， p.179.

!zl! Picane, Riforma, op.cit. (8) , p. 495 ss. 

倒 この聞の経緯については， Consolo,op.cit.四， p.123 SS.や道垣内正人「国際的訴

訟競合j法協99巻 10号（1982年） 1519頁以下を参照。

側 Morelli,Diritto processuale internazionale, 2a ed., Padova 19日， p.295参照。

帥訴訟係属の基準時は，各々の法廷地法によって決定する。立法理由・前掲（2)7条

参照。 1995年国際私法典7条と 1968年プリユツセル条約21条との相違については，

Coηsolo, op.cit.凶，p.159 SS.を参照。

C30 Consolo, op.cit.四， p.177 SS. 

倒 この経緯については，とりわけV耐久 Diritto internazionale privato, vol. 1 (cit.: DIP-

1), Torino 1972, p. 342 ss.; Nishitαni, M阻 C泊i,a.a.O. (9) , S. 166 f.; L伽denau,Renvoi 

加 internationalenPriva廿echt,Fra此釦rta.M. 2001, S. 60丘などを参照。

帥上掲注（6）参照。

倒たとえばDavi,Le questioni genera五deldiritto internazionale privato nel progetto 

di riforma, in: La riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta in 

ricordo di Edo仰がoVittα，a c町 adi Giorgio Gaja, Milano 1994, p. 105 ss.; Picone, I 

metodi di coordinamento tra ordinamenti nel progetto di riforma del diritto interna-

zionale privato, in: Ibid., p. 178, 182 s.；似仰向 Lalegge applicabile alle successioni 

(cit.: Successioni), in: La riforma del diritto internazionale privato e i suoi riflessi 

sull’attivita notarile-Atti del convegno di studi in onore di MαバoMαTαηo, Napoli 

30-31marzo1990-一一，M姐ano1991, p. 72 s.など。

関 Munαri, A此.13, in: Le nuove leggi ci'叫且commentate19 (1996), p. 1019. 

倒 反致の理論的根拠については，イタリアでも従来，盛んに論じられてきた。古典
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的な総括指定説や棄権説，判決調和説に加えて，比較的最近では一一ー理論的には反

致を否定しながらも一一機能的には判決調和に資する範囲で反致の成立を認める立

場もあった（イタリアにおける議論の状況を簡潔にまとめているものとして，日tta,

DIP-1, op.cit.倒，p.351 SS.を参照）。 1995年国際私法典 13条との関係から，反致の

理論的根拠について正面から論じているものはまだ見当たらないが，今後の検討が

期待されよう。ここでは一般的な反致の説明図（榎田嘉章『国際私法［第3版］』

（有斐閣， 2（朋年） 1侃頁参照）に従って，同 13条における反致が成立する範囲を

説明することにしたい。

師 Picane，阻forma,op.cit. (8) , p. 158.もっとも，この場合には「受容された転致J
が成立しない場合として，本来のイタリア抵触規則による準拠法指定の原則に立ち

返ってA国法を準拠法としても同じ結果になる。

側 Ad es. Boschiero, Appunti s叫larifonna del sistema ita且阻odi diritto inteロUlzion-

ale privato, To出101996, p. 184 SS.その根拠としては， 13条l項a号の文言解釈とし

て可能であること，規定の本来の趣旨に合致すること，そして判決調和が達成され

ることが挙げられている。

倒 Munα.ri,op.cit.伺， p.1027.

側婚姻の身分的効力に関する 29条2項についても，段階的連結による「最密接関

係地法Jの探求が反致によって覆されてはならないという理由から，解釈上 13条

2項に含まれるとする学説もある。 Munari,op.cit.回， p.1032参照。

(40 Picane, Riforma, op.cit. (8) , p. 124 ss., 160 ss. 

伺 イタリアにおける国際私法関係の重要裁判例は，ほほ例外なく RDIPPに掲載され

る。そこで筆者は， 1995年国際私法典の施行以後2002年の同誌最新号に至るまで，

13条を適用した裁判例がないかどうか調査したが，先例を見出すことはできなかっ

た。

倒 防t叫 DIP-1,op.cit.伺，p.217 SS.；似のn,Corso, op.cit. QO , p. 112 ss. 

制特に， Cavaglie叫 Lezionidi diritto internazionale privato, 3a ed., Napoli 1933, p. 67 

参照。

伺 とりわけ， Aηzilotti,Corso di diri悦ointernazionale privatσ一一Lezionitenute 

nell'Universita di Roma nell'anno scolastico 1924・25,Roma 1933, p. 57 ss.を参照。な

お，拙稿・前掲Q9）では，この立場を「内国法変質説」と称していたが，ここでは

「形式的送致説」の対概念として，「受容的送致説Jと改める。

帥とりわけ， Morelli,Elementi di diritto intern銘 ionaleprivato, 12a ed., Napoli 1986, 

p. 23 SS.，似仰向 Lezionidi diritto internazionale privato, Padova 1941, p. 42 ss.を参照。

また，「法規範創造説」に関する詳細な検討として， B併加倒的i,Pr吋 uzionedi 
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nonne E畑地chemediante rinvio, Milano 1966, p. 163 ss.参照。

帥 Rmηαηo,L'ordinarneno giuridico, 1 a ed., Fire回 e1953, p. 172 ss.; Bαrile, Diritto in-

ternazionale privato, in: Enciclopedia del diritto, XII, Milano 1964, p. 1061 ss.；阿ttα，

DIP-1, op.c託．帥， p.220 SS.など。

帥学説については， Cα:ppelletti,11 trattamento del diritto straniero nel processo ci-

vile italiano, in: RDI 49 (1966), p. 300 ss.を参照。

働裁判例の動向については，とりわけ防t叫 DIP-1,op.cit.~ ， p. 226 ss.を参照。イ

タリアの学説及び判例は従来，外国法の性質をどのように解するか（「法Jか［事

実」か）によって，ア・プリオリに，外国法適用における裁判官の義務（あるいは

当事者の主張・立証責任）の有無を演縛していた。 Cα：ppelletti,op.cit.帥，p.308 s. 

側 Boschiero,Art. 14, in: Le nuove leggi ci叫Hcommentate 190996), p. 1038 ss.; Gαr-

boηe, 11 valore e gli effetti del diritto strar由ronell’ordinarnento italiano, in: Collisio 
Legum. Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggini, Milano 1997, p. 

87 s.なお立法理由・前掲（2)14条は，条文の内容を繰り返すだけで，実質的な理由

を示していない。

$0 立法理由・前掲（2)15条参照。

倒立法理由・前掲（2)16条参照。

倒立法理由・前掲（2)17条。

倒 この点については， Treves,A比 17,in: Commentario del nuovo diritto加.ternazion-

ale privato, Padova l叩6,p.85を参照。 1983年5月4日養子縁組法については，後掲

注側参照。

帥 Sα均的Mα村正弘 La societa nel diritto internazionale privato, Milano 1973, p. 182 ss.; 

似のn,Spunti di riflessione sulla nuova nonna di diritto internazionale privato泊 mate-

ria di so悦ぬ edd凶 enti(cit.: Spunti), in: Collisio Legum. Studi di diritto internazi” 

onale privato per Gerardo Bragg帥i,Milano 1997, p. 477 s. 

倒立法理由・前掲（2)17条。 7干・eves,op.cit.倒， p.86参照。この解釈は， 1980年ロー

マ条約の立法者と同じく，いわゆる「累積理論 （Kumulationstheoバe)Jあるいは

「複合理論 （Kombi叩抑制仇eo惚）Jに依拠するものである。それによれば，準拠

法秩序上の「必要的適用規範」は通常の抵触法的送致によって統一的に指定される

が，それと並んで第三国あるいは法廷地の「必要的適用規範」が（狭義の）特別連

結によって「適用Jされる。「強行法規の特別連結jをめぐる様々な理論については，

拙稿「ドイツ国際消費者契約法上の諸問題一一『強行法規の特別連結』に関する一

考察一一j法学臼巻5号 (1999年） 628頁以下参照。

仰向tta,Corso, op.cit.帥， p.194. 
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倒 Vit叫 Corso,op.cit. 00, p. 213.なお，親子関係について，①として 17条を適用し

て父母の共通本国法を優先させるか否かについては解釈論上の争いがあった。

働合憲説をとるのは， Trib.Roma, 3.4.1973 (RDIPP 1973, p.邸3;Rep. -Nonne di dir-

itto internazionale privato, II, 1）；’l'rib. minorenr岨Bologna,22.1.1977(Rep., ibid., 3）.違

憲の疑いがあるとするのは， ConciliatoreMilano, 24.5.1974 (RDIPP 1974, p. 604; 

Rep., ib札，2);Pret. Genova, 28.6.l弼~2(RDIPP 1988, p. 67; Rep., ibid., 4）；’l'rib. Roma, 

16.1.1984侃DIPP1985, p. 138; Rep., ibid., 5); Trib. Palermo, 5.5.1錨4(RDIPP 1985, p. 

147; Rep., ibid., 6）など。その他，Foroit.1987, I, 2316参照。違憲説の学説として，

Ballarino, Diri批0加t叩 lazionaleprivato, 18 ed., Padova 1錨2,p.137 SS.参照。

側 Co此eco副知zionale,5.3.1987, n. 71 (Foro it. 1987, I, 2316; Gi町.it.1関7,I, 1, 11臼；

RDIPP 1987, p. 297; Rep. ibid., 7). 

制 Co此ec凶位加zionale,10.12.1錦7，孔 477(Foroit. 19,随， I,1455; Gi町.it. 1錦8,I I 

1, 11侃；RDIPP1錦8,p. 67; Rep. ibid, 8). 

関 この点については， Cle伺ci,A比.29, in: Cornmentario del nuovo diritto加ternazion-

ale privato, Padova 1996, p. 152; Mengozzi, La rifonna del diritto internaziona』epri-

vato, 38 ed., Napoli 2000, p. 30 ss.さらに山内惟介『国際公序法の研究J(2001年，

中央大学出版部） 181頁以下など参照。

倒 Picone,Riforma, op.cit. (8), p.131 s.；位.B開 edetteli,Art. 57, in: Le nuove leggi d・

討Iicomm四回te19(19部）, p. 1361 ss.; Giα叫ina,Il血 .vioalle convenzioni di diriはO

internaziona』eprivato e pro四ssuale,in: Conver国o凶 internazionalie legge di rifonna 

del diritto internazionale privato, Padova 1997, p. 11 s. 

倒 （抵触法上の）法選択によってイタリア法が準拠法となる場合であっても，夫婦財

産の全部又は一部を包括的に（実質法的指定として）外国法によらしめることを禁

止し，その内容を夫婦財産契約において明記することを命ずる民法161条の規定が

妥当する。立法理由・前掲（2)30条参照。

脚立法理由・前掲(2)30条参照。

輔立法理由・前掲（2)30条によれば，悪意又は有過失とは，「外国法が準拠法となっ

ていること又は当該準拠法の具体的内容，すなわち当該準拠法の適用がもたらす帰

結Jについて知っていること，あるいは過失によって知らないことを意味するとさ

れている。

脚立法理由・前掲（2)42条2項（現行法46条2項に相当）参照。

倒 Picone,Successioni, op.cit.倒，p.78参照。

倒 立法理由・前掲（2)42条2項参照。もっとも， 1989年ハーグ相続条約については，

当初の草案は，一一被相続人の生活の中心と見ることができる一一被相続人死亡当
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時の本国法あるいは常居所地法の選択だけを認めていたが，最終段階では一一被相

続人の予見可能性を確保するために一一法選択当時の本国法あるいは住所地法も選

択肢に加えられたため， 4つの法からの選択が認められる。したがって，法選択の

範囲はイタリア国際私法典46条2項1文よりも広くなっている。：Picone,Succes-

sioni, op.cit.帥，p.74 s.参照。

側 Zαbbα：n,La successione a ca田 adi mo：此ee la rifonna del diritto intemazionale pri-

vato, in: La rifonna del diritto intemazionale p1畑 町 一 一A出 Milano,28 ottobre 1995 

一一，Milano1鈎6,p.100 SS.そのほか，万国国際法学会 Uπstitutde Droit Internar 

tioηαl）の遺言相続に関する 1967年の議決も，被相続人に対して本国法に代えて住

所地法を選択すること，不動産相続については所在地法を選択することを認めてい

る。 Annu血-ede l’Ins信回tde Droit International 52-11 (1部7),p. 503 et s凶'!II.,p. 512.他

方，ドイツ民法施行法25条2項は，内国に所在する不動産の相続について内国法の

選択を認めるだけであり，法選択の範囲が限定されている。 Vgl.也zuNishitani, 

Mancini, a.a.0.倒，s.314 ff. 

。。立法理由・前掲（2)42条2項では，この規定が「公序」に関するものであると説

明されている。

~ Zabban, op.cit.倒，p.105.ピコーネは， 1989年改正委員会草案44条2項3文（1四5

年法46条2項3文と一致）について，すでにこの間題点を指摘していた。そして，

この特別留保条款は削除すべきであり，被相続人の法選択による遺留分の侵害につ

いては一般的な公序則で対応すれば足りるとしていた。 Pico旬e,Successioni, op.cit. 

帥， p.77. 

伺 その他， 46条2項における制限的当事者自治の意義とその解釈については， de

Cesα：ri, Autonomia della volonta e le邸eregola耐.cedelle successioni, Padova 2001, p. 

159 SS.に詳しい。

倒 ただし，ドイツ民法施行法42条においては，第三者の権利が留保される。

冊 オーストリア国際私法 11条及ぴ35条は，不法行為に関する当事者自治を明文で

規定しているわけではない。しかし，解釈として，これらの規定における当事者自

治はすべての契約上及び契約外の債務関係に及ぶとされている。InternationalesP時

四 回cht,hrsg. von A伊・edDuc加 ＇kund Fritz Schwind, Wien 1979, S. 83; Kommentar 

zum AGBG, hrsg. von Peter Rumme4 Bd. 2, 2. Aufl., VI厄.en1992, S. 1441. 

伺 62条における制限的当事者自治導入の理由としては，近時の立法例の傾向に沿う

ものであること，そして準拠法決定の柔軟性に資することが挙げられているだけで

ある。立法理由・前掲（2)62条参照。

開立法理由・前掲(2)63条参照。
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側 Picone.，臨orma,op.cit. (8), p. 518鎚．

側諸条約がイタリア国際私法改正の際に果たした役割については， G旬叫叫 Eru-

olo delle convenzioni in旬mazionalinella nuova normativa, in: La riforma del diritto 

inぬmazionaleprivato, Milano 19部， p.17 ss.; Picone, Riforma, op.cit. (8), p. 211 ss.; 

Poe，問 L'incidenzadelle convenzioni internazionali di diritto intemazionale privato e 

processuale s叫 nuovodiritto泊.temazionaleprivato italiano, in: La riforma del diritto 

intemazionale privato, Napoli 19町，p.229 SS.参照。

働 Poca・ηRiforma,op.cit. （・），p. 6.すでに下院第二委員会の 1995年3月7日の会議

（前掲注（6）参照）においても，民法典前加編 16条に代えて国際私法典に2条1項を

設け，外国人も原則として相互主義によらずに私権を享有できると規定する提案が

なされていた。しかし，①このような根本的な問題は別の機会に取り上げるべきこ

と，②外国人の私権享有の問題は学説上，国際私法の問題とは考えられていないた

め，今回の改正の射程とするには問題のあることカ宮指摘され，結局修正提案は採用

きれなかった。

制 Legge6勿協間o1998n. 40. 

倒 Baralis,I diritti ci岨 dellos岡山1rotra il principio di reciprocita di c凶 all'art.16 

preleggi e la disciplina di Cl且al1alegge 6 m釘 zo1998 n. 40, in: La condizione di reci-

procita. La riforma del sistema i凶訟m di diritto intemazionale privato，拙lano2001, 

p.6. 

倒 1部8年プリュッセル条約の規則化については，中西康「プリユツセルI条約の規

則化とその問題点J国際私法年報3号（2001年） 147頁以下参照。 1980年ローマ条

約の規則化も計画中であるが，草案はまだ公表されていない。欧州連合における国

際私法の動向については，同「アムステルダム条約後の EUにおける国際私法一一

欧州統合と国際私法についての予備的考察J国際法外交雑誌100巻4号（2001年）

31頁以下も参照。

制 とりわけ 1995年国際私法典3条2項l文は，プリュッセル条約が成立以後，何度

か改正を経ていることを受けて，「イタリアとの関係で妥当しているその後の変更」

も含めて援用の対象となることを明記している。

個 25条の制定過程において，本拠地法主義から設立準拠法主義への重要な転換が

あったことについては，前掲注｛吟参照。もっとも，イタリアでは 19世紀半ば以降，

伝統：~に設立準拠法主義がとられており， 1942 年民法典2田5 ～ 2回9 条もそれを前

提としていたことについては， SantaMcαria, Spun目，op.cit.冊，p.476参照。

働 Le邸：e4 m唱gio1錦3n.1剖（これまでにlegge31dicembre1998 n. 476及ぴlegge

28 marzo 2001 n. 149によって改正されており， 2001年改正によって法律の名称、も
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「未成年者の家庭を得る権利（dirittodel minore ad una far凶glia）に関する法律Jと

変更されている）。イタリアの 1993年ハーグ養子縁組条約の批准に伴う同法の

1998年改正については， Morozzodella Rocca, La riforma dell’adozione internazion-

ale. Commento alla legge 31dicembre19錦 n.476,To由lO1999を参照。

［付記］ 本稿は，平成一四年度文部省科学研究費・基盤研究ω（研究課題「科学技

術の発展と渉外法モデルの開発」）の助成による研究成果の一部である。


